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附則別紙１ 

 

第１ 基本使用料等 

１ 適用 

基本使用料等の適用については、第 56 条（基本使用料等の支払義務）及び料金表第

１表第１（基本使用料等）の規定によるほか、次のとおりとします。 

基本使用料等の適用 

(１) 削除 削除 

(２) 基本使

用 料 等 の

支払義務 

第 56 条（基本使用料等の支払義務）第１項の規定について、同項第２号

のイを下欄のアに読み替えるものとし、その他については同項の規定の

とおりとします。 

読

み

替

え

る

規

定 

ア 次表に定める料金種別の基本使用料 

基本使用料

の料金種別 

第１種ＬＴＥ

デュアルに係

るもの 

カ テ ゴ リ

ーⅠ 

カケホ（ＣＰ）、シニ

アプラン 

第２種ＬＴＥ

デュアルに係

るもの 

カ テ ゴ リ

ーⅠ 

シニアプラン（Ｖ） 

第１種ＬＴＥ

シングルに係

るもの 

カ テ ゴ リ

ーⅠ 

ＬＴＥフラットｆｏｒ

Ｔａｂｄｓ 

第３種ＬＴＥ

シングルに係

るもの 

カ テ ゴ リ

ーⅠ 

ＬＴＥフラットｆｏｒ

Ｔａｂｄｓ（Ｌ） 

起算開始日 その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始

した日 

起算終了日 契約の解除があった日を含む料金月の末日 

  

(３) ＬＴＥ

サ ー ビ ス

の 基 本 使

用 料 の 料

金 種 別 の

選択等 

料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）(４)の規定について、ケ

の柱書及び(ア)並びにス（柱書を除きます｡)をそれぞれ下欄のアの柱書

及び(ア)並びにイに読み替えるものとし、その他については同項の規定

のとおりとします。 

読

み

替

え

る

規

定 

ア 基本使用料の料金種別の変更の請求があった場合における取扱い

については、次表のとおりとします。 

(ア) ＬＴＥデュアルに係るもの 

区分 変更後の基本使用料の適用 

① ②以外の場合 その請求があった日を含む料金

月の翌料金月から変更後の料金

種別による基本使用料を適用し

ます。 

ただし、その請求が、端末設備

の変更に係る請求と同時に行わ

れたものである場合は、その請

求があった日から変更後の料金
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種別による基本使用料を適用し

ます。 

② ＬＴＥプラン、オフィスケ

ータイプラン及びカケホ（Ｃ

Ｐ）の間の変更、ＬＴＥプラ

ン（Ｖ）及びオフィスケータ

イプラン（Ｖ）の間の変更並

びにカケホ（ケータイ／Ｖ）

からオフィスケータイプラン

（ＶＫ）への変更（特定デー

タ通信定額制Ⅱ（ケータイ／

Ｖ‐ⅱ）又は特定データ通信

２段階定額制Ｚ（ケータイ／

Ｖ‐ⅱ）の適用の開始又は廃

止を伴わないものに限りま

す｡)の場合 

その請求があった日から変更後

の料金種別による基本使用料を

適用します。 

ただし、ＬＴＥ契約者から要請

があり、当社の業務の遂行上支

障がない場合は、その請求があ

った日を含む料金月の翌料金月

から変更後の料金種別による基

本使用料を適用します。 

イ 

(ア) 第１種ＬＴＥデュアルに係るもの 

区分 基本使用料の料金種別 

カテゴリーⅠ カケホ（ＣＰ） 

シニアプラン 

(イ) 第２種ＬＴＥデュアルに係るもの 

区分 基本使用料の料金種別 

カテゴリーⅠ シニアプラン（Ｖ） 

(ウ) 第１種ＬＴＥシングルに係るもの 

区分 基本使用料の料金種別 

カテゴリーⅠ ＬＴＥダブル定額 ｆｏｒ Ｔａｂ 

ＬＴＥフラット ｆｏｒ Ｔａｂ ｄｓ 

(エ) 第３種ＬＴＥシングルに係るもの 

区分 基本使用料の料金種別 

カテゴリーⅠ ＬＴＥフラット ｆｏｒ Ｔａｂ ｄｓ（Ｌ） 

   

(４) 第２種

定 期 Ｌ Ｔ

Ｅ 契 約 に

係 る 基 本

使 用 料 の

取扱い 

（ ２ 年 契

約 、 ２ 年

契 約 （ 自

動 更 新 な

し）） 

料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）(５)の規定について、ア

及びエの表をそれぞれ下欄のア及びイに読み替えるものとし、その他に

ついては同項の規定のとおりとします。 

読

み

替

え

る

規

定 

ア 第２種定期ＬＴＥ契約に係る基本使用料については、その料金種

別に応じて、２－１－１の(２)に規定する料金額を適用します。 

イ 

区分 基本使用料の料金種別 

ＬＴＥ

契約に

係るも

の 

第 １ 種

Ｌ Ｔ Ｅ

デ ュ ア

ル 

カ テ ゴ

リーⅠ 

カケホ、スーパーカケホ、カケホ（ケ

ータイ／Ｖ）、スーパーカケホ（ケー

タイ／Ｖ）、カケホ（ＣＰ） 

カ テ ゴ

リーⅡ 

シンプル、カケホ、スーパーカケホ 
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第 ２ 種

Ｌ Ｔ Ｅ

デ ュ ア

ル 

カ テ ゴ

リーⅠ 

カケホ（Ｖ）、スーパーカケホ

（Ｖ）、スーパーカケホ（Ｖ・ａ）、

カケホ（ケータイ／Ｖ）、スーパーカ

ケホ（ケータイ／Ｖ） 

カ テ ゴ

リーⅡ 

シンプル（Ｖ）、カケホ（Ｖ）、スー

パーカケホ（Ｖ） 

  

(５) 障がい

者 等 に 係

る 基 本 使

用 料 の 適

用 

（ ス マ イ

ル ハ ー ト

割引） 

料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）(６)の規定について、ア

の柱書及び(イ)をそれぞれ下欄のアの柱書及び(イ)に読み替えるものと

し、その他については同項の規定のとおりとします。 

読

み

替

え

る

規

定 

ア 障がい者等に係る基本使用料の割引（以下この欄において「本割

引」といいます｡)とは、その契約者が料金表第１表第１（基本使用

料等）１（適用）(６)のアの(ア)の適用条件のいずれかに該当する

者（以下「障がい者等」といいます｡)である場合に、その契約者回

線に係る基本使用料について、２－１－１の(１)に規定する料金額

に代えて、次表に規定する料金額を適用することをいいます。 

(イ) 料金額 

１契約ごとに月額

区分 基本使用料の料

金種別 

料金額 

税抜額(税込額) 

第１種ＬＴＥ

デュアル 

カテゴ

リーⅠ 

カケホ（ＣＰ） 2,500 円(2,750 円)

シニアプラン 3,980 円(4,378 円)

第２種ＬＴＥ

デュアル 

カテゴ

リーⅠ 

シ ニ ア プ ラ ン

（Ｖ） 

3,980 円(4,378 円)

    

(６) 削除 削除 

(７) 契約者

を 単 位 と

す る 基 本

使 用 料 割

引 Ⅰ の 適

用 

（ グ ル ー

プ デ ィ ス

カ ウ ン

ト） 

料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）(８)の規定について、ア

の柱書及び(ウ)並びにイの柱書及び(イ)をそれぞれ下欄のアの柱書及び

(ウ)並びにイの柱書及び(イ)に読み替えるものとし、その他については

同項の規定のとおりとします。 

読

み

替

え

る

規

定 

ア 契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰ（以下この欄において「本

割引」といいます｡)とは、割引選択回線群（(ア)に定める割引選択

回線により構成される回線群をいいます。以下この欄において同じ

とします｡)を構成する契約者回線（基本使用料の料金種別が(ウ)に

定めるもの又は料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）(７)

の適用を受けているものを除きます｡)に関する基本使用料につい

て、(イ)に規定する額の割引を行うことをいいます。 

(ウ) 基本使用料の料金種別 

基本使用料の料金種別 

標準プラン２、標準プランＮ、標準プラン、シンプルＮ、カケホ

Ｎ、スーパーカケホＮ、ケータイプラン、ケータイシンプルプラ

ン、ケータイカケホプラン、ＶＫプランＳ（Ｎ）、ＶＫプランＭ

（Ｎ）、ＶＫプランＥ（Ｎ）、カケホ、スーパーカケホ、シンプ

ル、カケホ（ＣＰ）、カケホ（Ｖ）、スーパーカケホ（Ｖ）、ス
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ーパーカケホ（Ｖ・ａ）、シンプル（Ｖ）、カケホ（ケータイ／

Ｖ）、スーパーカケホ（ケータイ／Ｖ） 

イ 本割引は、ＬＴＥデュアル（第３種ＬＴＥデュアルを除きます｡)

の契約者回線であって、次に該当しないものに限り、選択すること

ができます。 

(イ) 基本使用料の料金種別がジュニアケータイプランＭＥ、ジュ

ニアケータイプランＮ、ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプランＮ、

ウォッチナンバープラン、ジュニアスマートフォンプラン、シニ

アプラン、ジュニアスマートフォンプラン（Ｖ）、シニアプラ

ン、ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプラン又はジュニアケータイプ

ランのもの 

(８) 契約者

を 単 位 と

す る 金 額

指 定 割 引

の適用 

（ ま る ご

と ビ ジ ネ

ス割引） 

料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）(10)の規定について、ア

の(エ)並びにイの柱書及び(イ)をそれぞれ下欄のア並びにイの柱書及び

(イ)に読み替えるものとし、その他については同項の規定のとおりとし

ます。 

読

み

替

え

る

規

定 

ア 割引率 

基本使用料の料金種別 割引率 

カテゴリーⅠのカケホ、カケホ

（ＣＰ）、カケホ（Ｖ） 

35.7％ 

イ 本割引は、ＬＴＥデュアル（第３種ＬＴＥデュアルを除きます｡)

の契約者回線であって、次に該当しないものに限り、選択すること

ができます。 

(イ) 基本使用料の料金種別がタブレットシェアプラン ４Ｇ、タ

ブレットプラン３ ４Ｇ、タブレットプラン50 ４Ｇ、タブレッ

トプランライト ４Ｇ、ケータイプラン、ケータイシンプルプラ

ン、ケータイカケホプラン、ＶＫプランＳ（Ｎ）、ＶＫプランＭ

（Ｎ）、ＶＫプランＥ（Ｎ）、ジュニアケータイプランＭＥ、ジ

ュニアケータイプランＮ、ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプラン

Ｎ、ウォッチナンバープラン、ジュニアスマートフォンプラン、

シニアプラン、ジュニアスマートフォンプラン（Ｖ）、シニアプ

ラン（Ｖ）、ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプラン又はジュニアケ

ータイプランのもの  

(９) ＬＴＥ 

Ｎ Ｅ Ｔ 機

能 又 は Ｌ

Ｔ Ｅ  Ｎ

Ｅ Ｔ  ｆ

ｏ ｒ  Ｄ

Ａ Ｔ Ａ 機

能 に 係 る

オ プ シ ョ

ン 機 能 使

用 料 の 適

用 

料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）(19)の規定について、同

規定をアとし、その次に下欄の規定を加えるものとし、その他について

は同項の規定のとおりとします。 

加

え

る

規

定 

イ ＬＴＥシングルの契約者回線（料金表第１表第１（基本使用料

等）１（適用）(24)又は(29)の適用を受けるものであって、基本使

用料の料金種別がＬＴＥダブル定額ｆｏｒＴａｂのものに限りま

す｡)の契約者は、その契約者回線に係るデータ通信（海外ＬＴＥ

ＮＥＴ利用及び海外ＬＴＥ ＮＥＴ ｆｏｒ ＤＡＴＡ利用に係る

もの並びにＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係るものを含

みます｡)に係る累計課金対象データ量が 512,000 バイト（500 キロ

バイトといいます｡)未満の場合、その料金月のＬＴＥ ＮＥＴ機能

に係るオプション機能使用料の支払いを要しません。 

(10)  テザリ 料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）(20)の規定について、イ



 

 - 附別 5 -

ン グ 利 用

機 能 に 係

る オ プ シ

ョ ン 機 能

使 用 料 の

適用 

を下欄のアに読み替えるものとし、その他については同項の規定のとお

りとします。 

読

み

替

え

る

規

定 

ア ＬＴＥ契約者は、次表に定める基本使用料の料金種別の適用を受

けている場合（特定データ通信定額制Ⅱ（データ定額 20 又はデー

タ定額 30 に限ります｡)又は特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）（デー

タ定額 20（Ｖ）又はデータ定額 30（Ｖ）に限ります｡)の適用を受

けている場合を除きます｡）、その料金月のテザリング利用機能に

係るオプション機能使用料の支払いを要しません。 

区分 基本使用料の料金種別 

第１種ＬＴＥデュ

アルに係るもの 

カテゴリ

ーⅠ 

シニアプラン 

第２種ＬＴＥデュ

アルに係るもの 

カテゴリ

ーⅠ 

シニアプラン（Ｖ） 

  

(11)  特定サ

ー ビ ス に

係 る 契 約

を 条 件 と

す る 基 本

使 用 料 等

の 割 引 の

適用 

（ ａ ｕ ス

マ ー ト バ

リュー） 

料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）(24)の規定について、

ア、エの柱書及び(イ)、サの柱書、(ア)及び(イ)並びにナをそれぞれ下

欄のア、イの柱書及び(イ)、ウの柱書、(ア)及び(イ)並びにエに読み替

えるものとし、その他については同項の規定のとおりとします。 

読

み

替

え

る

規

定 

ア 特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引（以下

この欄において「本割引」といいます｡)とは、割引選択回線群（割

引対象回線（料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）(24)の

イに定めるものをいいます。以下この欄及び同(24)から(26)の３に

おいて同じとします｡)及び１又は２の判定用回線（同(24)のウに定

めるものをいいます。以下この欄及び同(24)から(26)の３において

同じとします｡)により構成される回線群をいいます。以下この欄及

び同(24)から(26)の３において同じとします｡)を構成する契約者回

線（本割引を選択するものに限ります｡)について、その料金月の末

日において適用を受けている基本使用料の料金種別に応じて、次の

いずれかの取扱いを行うことをいいます。 

(ア) (イ)以外の場合 

その契約者回線に係る基本使用料等（この約款の規定により

支払いを要することとされるａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの料

金（基本使用料（ＬＴＥプラン、オフィスケータイプラン、オ

フィスケータイプランＶＫ（ケータイ）、カケホ（ＣＰ）、Ｌ

ＴＥプラン（Ｖ）、オフィスケータイプラン（Ｖ）又はオフィ

スケータイプラン（ＶＫ）のものを除きます｡)、オプション機

能使用料（海外ローミング機能、番号変換機能、保留転送機能

及び番号変換文字メッセージ送受信機能(ＷＥＢ)に係るものを

除きます｡)、通話料（ａｕ国際通話及び国際ＳＭＳ送信に係る

ものを除きます｡)及びデータ通信料（料金表第３（データ通信

料）１（適用）(６)の３に定める購入データ量に係るものを除

きます｡)に限ります｡) 、付随サービスに関する料金等（料金

安心サービスに関する料金及びａｕスマートサポート接続サー

ビス利用料に限ります｡)及び当社が別に定める料金をいいま

す。以下この欄において同じとします｡)について、次表に定め
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る額（基本使用料等の額が次表に定める額に満たない場合は、

基本使用料等の額とします｡)の割引を行うこと。 

① ②以外の場合 

１契約ごとに月額

区分 割引額 

税抜額(税込額) 

１ 本割引の適用を開始した料金月から起算

して 24 料金月が経過するまでの各料金月 
1,410 円(1,551 円)

２ 本割引の適用を開始した料金月から起算

して 24 料金月超の各料金月  
934 円(1,027.4 円)

② その料金月の末日における基本使用料の料金種別がシニアプ

ラン又は若しくはシニアプラン（Ｖ）である場合 

１契約ごとに月額

割引額 

税抜額 934 円(税込額 1,027.4 円) 

(イ) その料金月の末日における基本使用料の料金種別がＬＴＥダ

ブル定額ｆｏｒＴａｂである場合 

その契約者回線に係る基本使用料（ＬＴＥダブル定額ｆｏｒ

Ｔａｂのものに限ります｡)について、次表に定める額（基本使

用料の額が次表に定める額に満たない場合は、基本使用料の額

とします｡)の割引を行うこと。 

１契約ごとに月額

割引額 

税抜額 1,000 円(税込額 1,100 円) 

イ 本割引は、ＬＴＥサービスの契約者回線であって、次のいずれか

に該当するものに限り、選択することができます。 

(イ) 次表に定める基本使用料の料金種別の適用を受けているもの

区分 基本使用料の料金種別 

ＬＴＥデュ

アルに係る

もの 

ケータイプラン、ケータイシンプルプラン、ケータイ

カケホプラン、ＶＫプランＳ（Ｎ）、ＶＫプランＭ

（Ｎ）、ＶＫプランＥ（Ｎ）、ジュニアスマートフォ

ンプラン、シニアプラン、ジュニアスマートフォンプ

ラン（Ｖ）、シニアプラン（Ｖ）、カケホ（ケータイ

／Ｖ）、スーパーカケホ（ケータイ／Ｖ）、ＶＫプラ

ンＭ、ＶＫプランＳ、ＶＫプラン 

ＬＴＥシン

グルに係る

もの 

タブレットプラン 20、ＬＴＥフラットｆｏｒＴａ

ｂ、ＬＴＥダブル定額ｆｏｒＴａｂ、ＬＴＥフラット

ｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ）、ＬＴＥフラットｆｏｒＴａｂ

（Ｌ）、ＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ／Ｌ） 

ウ アの規定に関わらず、その料金月の末日において、次のいずれか

に該当する場合は、その料金月において本割引を適用しません。 

(ア) その契約者回線（ＬＴＥデュアルに係るものに限ります｡)に

ついて、特定データ通信定額の取扱いの適用を受けていないとき

又は基本使用料の料金種別がジュニアスマートフォンプラン、シ

ニアプラン、ジュニアスマートフォンプラン（Ｖ）若しくはシニ
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アプラン（Ｖ）でないとき。 

(イ) その契約者回線（ＬＴＥシングルに係るものに限ります｡)に

ついて、基本使用料の料金種別がイの(イ)の表に定めるものでな

いとき。 

エ 契約者は、タの(イ)の③の規定により本割引の廃止があったとき

は、本割引の適用により当社が割り引いた額（(９)の規定により支

払いを免除したＬＴＥ ＮＥＴ機能に係るオプション機能使用料

（本割引の適用を受けることを条件に免除したものに限ります｡)、

及びコのただし書きに該当する場合は、ＯＣＴスマートバリューの

適用により当社が割り引いた額を含みます｡)を支払っていただきま

す。 

ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありません。 

(12)  特定の

Ｌ Ｔ Ｅ シ

ン グ ル に

係 る 契 約

を 条 件 と

す る 基 本

使 用 料 等

の 割 引 の

適用 

（ ａ ｕ ス

マ ー ト バ

リ ュ ー ｍ

ｉｎｅ） 

料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）(27)の規定について、

ア、ウ並びにケの柱書及び(ア)の柱書、①及び②をそれぞれ下欄のア、

イ並びにウの柱書及び(ア)の柱書、①及び②に読み替えるものとし、そ

の他については同項の規定のとおりとします。 

読

み

替

え

る

規

定 

ア 特定のＬＴＥシングルに係る契約を条件とする基本使用料等の割

引（以下この欄において「本割引」といいます｡)とは、ＬＴＥデュ

アルの契約者回線の契約者が、判定用回線（イに定めるものをいい

ます。以下この欄において同じとします｡)について判定用サービス

（当社が別に定める電気通信サービスをいいます。以下この欄にお

いて同じとします｡)の提供を受けている場合に、そのＬＴＥデュア

ルの契約者回線に係る基本使用料等（この約款の規定により支払い

を要することとされるａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの料金（基本使

用料（ＬＴＥプラン、オフィスケータイプラン、オフィスケータイ

プランＶＫ（ケータイ）、カケホ（ＣＰ）、ＬＴＥプラン（Ｖ）、

オフィスケータイプラン（Ｖ）又はオフィスケータイプラン（Ｖ

Ｋ）のものを除きます｡)、オプション機能使用料（海外ローミング

機能、番号変換機能、保留転送機能及び番号変換文字メッセージ送

受信機能(ＷＥＢ)に係るものを除きます｡)、通話料（ａｕ国際通話

及び国際ＳＭＳ送信に係るものを除きます｡)及びデータ通信料（料

金表第３（データ通信料）１（適用）第３（データ通信料）１（適

用）(６)の３に定める購入データ量に係るものを除きます｡)に限り

ます｡)、付随サービスに関する料金等（料金安心サービスに関する

料金及びａｕスマートサポート接続サービス利用料に限ります｡)及

び当社が別に定める料金をいいます。以下この欄において同じとし

ます｡)について、次表に定める額（基本使用料等の額が次表に定め

る額に満たない場合は、基本使用料等の額とします｡)の割引を行う

ことをいいます。 

ア) (イ)以外の場合 

１契約ごとに月額

割引額 

税抜額 934 円(税込額 1,027.4 円) 

(イ) その料金月の末日における基本使用料の料金種別がシニアプ

ラン又はシニアプラン（Ｖ）である場合 
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１契約ごとに月額

割引額 

税抜額 743 円(税込額 817.3 円) 

イ 本割引は、ＬＴＥサービスの契約者回線であって、特定データ通

信定額の取扱い（特定データ通信段階定額制Ⅱ、特定データ通信定

額制Ⅳ又は特定データ通信定額制Ⅴを除きます。以下この欄におい

て同じとします｡)の適用を受けているもの又は基本使用料の料金種

別がジュニアスマートフォンプラン、シニアプラン、ジュニアスマ

ートフォンプラン（Ｖ）若しくはシニアプラン（Ｖ）のものに限

り、選択することができます。 

ウ 当社は、契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合の

ほか、割引対象回線又は判定用回線について、次に該当する場合に

は、本割引の適用を廃止します。 

(ア) 割引対象回線について、次のいずれかに該当することとなっ

たとき。 

① 特定データ通信定額の取扱いの適用の廃止（他の特定データ

通信定額の取扱いの適用の申込みによるもの又は基本使用料の

料金種別としてジュニアスマートフォンプラン、シニアプラ

ン、ジュニアスマートフォンプラン（Ｖ）若しくはシニアプラ

ン（Ｖ）を選択することによるものを除きます｡)があったと

き。 

② ジュニアスマートフォンプラン、シニアプラン、ジュニアス

マートフォンプラン（Ｖ）若しくはシニアプラン（Ｖ）以外へ

の料金種別の変更又は選択があったとき（その変更又は選択と

同時に特定データ通信定額の取扱いの適用の申込みがあったと

きを除きます｡)。 

(13)  特定サ

ー ビ ス に

係 る 契 約

を 条 件 と

す る 基 本

使 用 料 等

合 計 額 の

割 引 の 適

用 

（ ス マ ー

ト バ リ ュ

ー ｆ ｏ ｒ 

Ｂ ｕ ｓ ｉ

ｎ ｅ ｓ

ｓ） 

料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）(28)の規定について、ア

の(エ)の①を下欄のアに読み替えるものとし、その他については同項の

規定のとおりとします。 

読

み

替

え

る

規

定 

ア 基本使用料（料金種別がＬＴＥプラン、オフィスケータイプラ

ン、オフィスケータイプランＶＫ（ケータイ）、カケホ（ＣＰ）、

ＬＴＥプラン（Ｖ）、オフィスケータイプラン（Ｖ）又はオフィス

ケータイプラン（ＶＫ）のものを除きます｡) 

(14)  特定の

Ｌ Ｔ Ｅ シ

ン グ ル の

契 約 者 回

料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）(29)の規定について、ア

の(イ)の表及びイの表の区分１をそれぞれ下欄のア及びイに読み替える

ものとし、その他については同項の規定のとおりとします。 

読 ア  
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線 に 係 る

Ｌ Ｔ Ｅ デ

ュ ア ル 等

と の 回 線

群 の 構 成

等 

（ ス マ ホ

セ ッ ト

割） 

み

替

え

る

規

定 

１契約ごとに月額

基本使用料の料金種別 
割引額 

税抜額(税込額) 

ＬＴＥダブル定額ｆｏｒＴａｂ 1,000 円(1,100 円)

ＬＴＥフラットｆｏｒＴａｂｄｓ 2,850 円(3,135 円)

ＬＴＥフラットｆｏｒＴａｂｄｓ（Ｌ） 2,850 円(3,135 円)

イ  

区分 電気通信回線 

区分１ この約款又はＬＴＥ約款に定めるＬＴＥデュアルの契

約者回線（基本使用料の料金種別がケータイプラン、

ケータイシンプルプラン、ケータイカケホプラン、ジ

ュニアスマートフォンプラン、シニアプラン、ジュニ

アスマートフォンプラン（Ｖ）若しくはシニアプラン

（Ｖ）のもの又は特定データ通信定額の取扱いの適用

を受けているものに限ります｡) 

  

(15)  特定の

Ｌ Ｔ Ｅ デ

ュ ア ル の

契 約 者 回

線 と の 回

線 群 の 構

成 

 

料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）(30)の規定について、ウ

を下欄のアに読み替えるものとし、その他については同項の規定のとお

りとします。 

読

み

替

え

る

規

定 

ア 本取扱いに係る判定用回線とは、以下の各号に定める電気通信回

線をいいます。 

区分 電気通信回線 

区分１ この約款又はＫＤＤＩ株式会社のＬＴＥ約款に定める

ＬＴＥデュアルの契約者回線（基本使用料の料金種別

がジュニアスマートフォンプラン（Ｖ）若しくはシニ

アプラン（Ｖ）のもの又は特定データ通信定額の取扱

い（特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）又

は特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）を除

きます｡)の適用を受けているものに限ります｡) 

区分２ 当社又はＫＤＤＩ株式会社の５Ｇ約款に定める５Ｇデ

ュアルの契約者回線 
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２ 料金額 

 

２－１－１ ＬＴＥデュアルに係るもの 

 

(１) 一般ＬＴＥ契約に係るもの 

１契約ごとに月額 

区分 基本使用料の料金種別 料金額 

税抜額(税込額) 

第１種ＬＴ

Ｅデュアル 

カテゴリ

ーⅠ 

カケホ（ＣＰ） 4,200 円(4,620 円)

シニアプラン 4,980 円(5,478 円)

第２種ＬＴ

Ｅデュアル 

カテゴリ

ーⅠ 

シニアプラン（Ｖ） 4,980 円(5,478 円)

 

(２) 第２種定期ＬＴＥ契約に係るもの 

 

ア タイプⅠに係るもの 

１契約ごとに月額 

区分 基本使用料の料金種別 料金額 

税抜額(税込額) 

第１種ＬＴ

Ｅデュアル 

カテゴリ

ーⅠ 

カケホ（ＣＰ） 2,700 円(2,970 円)

シニアプラン 3,980 円(4,378 円)

第２種ＬＴ

Ｅデュアル 

カテゴリ

ーⅠ 

シニアプラン（Ｖ） 3,980 円(4,378 円)

 

イ タイプⅡに係るもの 

１契約ごとに月額 

区分 基本使用料の料金種別 料金額 

税抜額(税込額) 

第１種ＬＴ

Ｅデュアル 

カテゴリ

ーⅠ 

カケホ（ＣＰ） 3,000 円(3,300 円)

 

２－１－２ ＬＴＥシングルに係るもの 

 

(１) (２)以外のもの 

１契約ごとに月額 

区分 基本使用料の料金種別 料金額 

税抜額(税込額) 

第１種ＬＴ

Ｅシングル 

カテゴリ

ーⅠ 

ＬＴＥダブル定額 ｆｏｒ Ｔａｂ 2,500 円(2,750 円)

ＬＴＥフラット ｆｏｒ Ｔａｂ ｄ

ｓ 

6,700 円(7,370 円)

第３種ＬＴ

Ｅシングル 

カテゴリ

ーⅠ 

ＬＴＥフラット ｆｏｒ Ｔａｂ ｄ

ｓ（Ｌ） 

6,700 円(7,370 円)
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(２) 第２種定期ＬＴＥ契約に係るもの 

 

ア タイプⅠに係るもの 

１契約ごとに月額 

区分 基本使用料の料金種別 料金額 

税抜額(税込額) 

第１種ＬＴ

Ｅシングル 

カテゴリ

ーⅠ 

ＬＴＥダブル定額 ｆｏｒ Ｔａｂ 1,500 円(1,650 円)

ＬＴＥフラット ｆｏｒ Ｔａｂ ｄ

ｓ 

5,700 円(6,270 円)

第３種ＬＴ

Ｅシングル 

カテゴリ

ーⅠ 

ＬＴＥフラット ｆｏｒ Ｔａｂ ｄ

ｓ（Ｌ） 

5,700 円(6,270 円)
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第２ 通話料 

１ 適用 

通話料の適用については、第57 条（通話料及びデータ通信料の支払義務）及び第94

条（電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等）並びに料金表第１表第２（通話

料）の規定によるほか、次のとおりとします。 

通話料の適用 

(１) ＳＭＳ

機 能 を 利

用 し た 通

信 に 係 る

通 話 料 の

適用 

料金表第１表第２（通話料）１（適用）(６)の規定について、ア並びに

イの柱書及び(ウ)をそれぞれ下欄のア並びにイの柱書及び(ウ)に読み替

えるものとし、その他については同項の規定のとおりとします。 

読

み

替

え

る

規

定 

ア ＳＭＳ送信に関する料金については、ＳＭＳ送信を通話とみなし

て２－１－１－３又は料金表第１表第２（通話料）２（料金額）２

－２－１に規定する料金額を適用します。 

イ アの規定に関わらず、次のいずれかのＳＭＳ送信については、２

－１－１－３に規定する料金額の支払いを要しません。 

(ウ) 次表に定める基本使用料の料金種別の適用を受けている契約

者回線から当社又はＫＤＤＩ株式会社が提供する携帯電話サービ

ス（副回線通信サービスを除きます｡)若しくはＳＯＲＡＣＯＭＡ

ｉｒｆｏｒセルラー通信サービスの電気通信回線へのＳＭＳ送信

基本使用料の料金種別 

ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプランＮ、ＬＴＥプラン、ＬＴＥプラ

ンＳ、ジュニアスマートフォンプラン、シニアプラン、オフィスケ

ータイプラン、オフィスケータイプランＶＫ（ケータイ）、ＬＴＥ

プラン（Ｖ）、ジュニアスマートフォンプラン（Ｖ）、シニアプラ

ン（Ｖ）、オフィスケータイプラン（Ｖ）、ＶＫプラン、オフィス

ケータイプラン（ＶＫ）、ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプラン 

  

(２) ＬＴＥ

プ ラ ン 等

の 契 約 者

回 線 に 係

る 通 話 料

の適用 

料金表第１表第２（通話料）１（適用）(10)の規定について、同項の表

を下欄の表に読み替えるものとし、その他については同項の規定のとお

りとします。 

読

み

替

え

る

規

定 

 

基本使用料の料金種別 支払いを要しない時間帯 

ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプラン

Ｎ、ＬＴＥプラン、ジュニアスマー

トフォンプラン、シニアプラン、Ｌ

ＴＥプラン（Ｖ）、ジュニアスマー

トフォンプラン（Ｖ）、シニアプラ

ン（Ｖ）、ＶＫプラン又はｍａｍｏ

ｒｉｎｏＷａｔｃｈプラン 

午前１時から午後９時まで

の間 

  

(３) カケホ

等 の 契 約

者 回 線 に

係 る 通 話

料の適用 

料金表第１表第２（通話料）１（適用）(10)の２の規定について、アを

下欄のアに読み替えるものとし、その他については同項の規定のとおり

とします。 

読

み

ア 次表の左欄に定める基本使用料の料金種別の適用を受けている契

約者回線の契約者は、２（料金額）の規定に関わらず、その契約者
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替

え

る

規

定 

回線からの通話（料金表第１表第２（通話料）１（適用）(17)の適

用を受けた通話（同欄のアの(イ)に定めるものに限ります｡)、同

(21)の適用を受けた通話（同欄のアの表の(ウ)及び(エ)に定めるも

のに限ります｡)、同(27)若しくは(28)のアの(ア)の適用を受けた通

話、ＳＭＳ送信、番号変換機能を利用して行われた通話、ａｕ国際

通話、ワイドスターサービス（ワイドスターⅢ及びワイドスターⅡ

（それぞれ株式会社ＮＴＴドコモがワイドスターⅢ、ワイドスター

Ⅱの名称で提供する衛星電話サービスをいいます。以下同じとしま

す｡)をいいます。以下同じとします｡)の電気通信回線への通話及び

その他当社が別に定めるものを除きます。以下このア及び料金表第

１表第２（通話料）１（適用）(10)の３のアにおいて「定額対象通

話」といいます｡)に関する料金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するロー

ミングに係るものを含みます。以下このアにおいて同じとします｡)

の次表の右欄に定める部分について、その支払いを要しません。 

基本使用料の料金

種別 

支払いを要しない料金 

カケホ（ＣＰ） その契約者回線からの定額対象通話に関する

料金 

   

(４) 削除 削除 

(５) 特定電

話 番 号 へ

の 通 話 料

の 月 極 割

引の適用 

（ 指 定

割） 

料金表第１表第２（通話料）１（適用）(19)の規定について、キの柱書

及び(カ)をそれぞれ下欄のアの柱書及び(カ)に読み替えるものとし、そ

の他については同項の規定のとおりとします。 

読

み

替

え

る

規

定 

ア 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者

から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当す

る場合には、本割引の適用を廃止します。 

(カ) 次表に定めるもの以外への基本使用料の料金種別の変更があ

ったとき。 

基本使用料の料金種別 

ＶＫプランＳ（Ｎ）、ＶＫプランＭ（Ｎ）、ＶＫプランＥ（Ｎ）、

ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプランＮ、ＬＴＥプラン、ＬＴＥプラ

ンＳ、ジュニアスマートフォンプラン、ＶＫプランＭ、ＶＫプラン

Ｓ、ＶＫプラン、ＬＴＥプラン（Ｖ）、ジュニアスマートフォンプ

ラン（Ｖ）、ｍａｍｏｒｉｎｏ Ｗａｔｃｈプラン、シニアプラ

ン、シニアプラン（Ｖ） 

  

(６) 特定電

話 番 号 へ

の 通 話 料

の 月 極 割

引 Ⅱ の 適

用 

（ 指 定 通

話定額） 

料金表第１表第２（通話料）１（適用）(20)の規定について、キの柱書

及び(カ)をそれぞれ下欄のアの柱書及び(カ)に読み替えるものとし、そ

の他については同項の規定のとおりとします。 

読

み

替

え

る

規

ア 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者

から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当す

る場合には、本割引の適用を廃止します。 

(カ) 次表に定めるもの以外への基本使用料の料金種別の変更があ

ったとき。 

基本使用料の料金種別 
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定 ＶＫプランＳ（Ｎ）、ＶＫプランＭ（Ｎ）、ＶＫプランＥ（Ｎ）、

ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプランＮ、ＬＴＥプラン、ＬＴＥプラ

ンＳ、ジュニアスマートフォンプラン、ＶＫプランＭ、ＶＫプラン

Ｓ、ＶＫプラン、ＬＴＥプラン（Ｖ）、ジュニアスマートフォンプ

ラン（Ｖ）、ｍａｍｏｒｉｎｏ Ｗａｔｃｈプラン、シニアプラ

ン、シニアプラン（Ｖ） 

  

(７) 契約者

を 単 位 と

す る 通 話

料 の 月 極

割 引 の 適

用 

（ コ ー ル

ワイド） 

料金表第１表第２（通話料）１（適用）(23)の規定について、イの柱書

及び(イ)をそれぞれ下欄のアの柱書及び(イ)に読み替えるものとし、そ

の他については同項の規定のとおりとします。 

読

み

替

え

る

規

定 

ア 本割引は、ＬＴＥデュアルの契約者回線であって、次に該当しな

いものに限り、選択することができます。 

(イ) 基本使用料の料金種別がジュニアケータイプランＭＥ、ジュ

ニアケータイプランＮ、ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプランＮ、

ジュニアスマートフォンプラン、シニアプラン、ジュニアスマー

トフォンプラン（Ｖ）、シニアプラン（Ｖ）、ｍａｍｏｒｉｎｏ

Ｗａｔｃｈプラン又はジュニアケータイプランのもの 

(８) 特定の

契 約 者 回

線 等 へ の

通 話 に 対

す る 定 額

料の適用 

（ ビ ジ ネ

ス 通 話 定

額） 

料金表第１表第２（通話料）１（適用）(27)の規定について、アの(ア)

並びにイの柱書及び(ア)をそれぞれ下欄のア並びにイの柱書及び(ア)に

読み替えるものとし、その他については同項の規定のとおりとします。 

読

み

替

え

る

規

定 

ア 定額料及び割引額 

１契約ごとに月額

定額料 割引額 

税抜額 300 円 

(税込額 330 円)

定額対象電話番号に係る電気通信回線への通話に

関する料金（別記 15 の規定により測定した通話

時間がその通話を開始した時点から 90 分以内の

部分（カケホＮ、ケータイカケホプラン、カケ

ホ、カケホ（ＣＰ）、カケホ（Ｖ）若しくはカケ

ホ（ケータイ／Ｖ）又は標準プラン２、標準プラ

ンＮ、標準プラン、ケータイプラン若しくはケー

タイシンプルプラン（それぞれ国内通話定額のう

ち通話定額又は通話定額２の適用を受けるものに

限ります｡)に係る基本使用料の料金種別の適用を

受けている契約者回線から行った通話について

は、その通話を開始した時点から 90 分を超える

部分を含みます｡)に係るものに限ります。以下こ

の(27)において「定額対象部分」とします｡)の月

間累計額 

備考 その料金月の末日（その契約者回線に係るＬＴＥ契約の解除

（契約変更又は契約移行に係るものを除きます｡)があったとき

は、その解除のあった日）における基本使用料の料金種別がカケ

ホＮ、ケータイカケホプラン、カケホ、オフィスケータイプラ

ン、オフィスケータイプランＶＫ（ケータイ）、カケホ（Ｃ

Ｐ）、カケホ（Ｖ）、オフィスケータイプラン（Ｖ）、カケホ

（ケータイ／Ｖ）若しくはオフィスケータイプラン（ＶＫ）又は
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標準プラン２、標準プランＮ、標準プラン、ケータイプラン若し

くはケータイシンプルプラン（それぞれ国内通話定額のうち通話

定額又は通話定額２の適用を受けるものに限ります｡)である場合

の定額料の額は、０円とし、ＶＫプランＳ（Ｎ）、ＶＫプランＭ

（Ｎ）、ＶＫプランＥ（Ｎ）、ウォッチナンバープラン、ＬＴＥ

プランＳ、ＶＫプランＭ若しくはＶＫプランＳ又は標準プラン

２、標準プランＮ、標準プラン、ケータイプラン若しくはケータ

イシンプルプラン（それぞれ国内通話定額の適用を受けるものを

除きます｡)である場合の定額料の額は、税抜額900円(税込額 990

円)とします。 

イ 本定額適用は、ＬＴＥデュアル（第３種ＬＴＥデュアルを除きま

す｡)の契約者回線であって、次に該当しないものに限り、選択する

ことができます。 

(ア) 基本使用料の料金種別がジュニアケータイプランＭＥ、ジュ

ニアケータイプランＮ、ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプランＮ、

ジュニアスマートフォンプラン、シニアプラン、ジュニアスマー

トフォンプラン（Ｖ）、シニアプラン（Ｖ）、ｍａｍｏｒｉｎｏ

Ｗａｔｃｈプラン又はジュニアケータイプランのもの 

(９) 第２種

定 期 Ｌ Ｔ

Ｅ 契 約 に

係 る 通 話

料 の 割 引

の適用 

（ 法 人 通

話 ・ パ ケ

ット割） 

料金表第１表第２（通話料）１（適用）(28)の規定について、アの(ア)

の定額料及び割引額の表並びにイの柱書及び(ア)をそれぞれ下欄のアの

表並びにイの柱書及び(ア)に読み替えるものとし、その他については同

項の規定のとおりとします。 

読

み

替

え

る

規

定 

ア 

１契約ごとに月額

定額料 割引額 

税抜額 900 円 

(税込額 990 円)

定額対象電話番号に係る電気通信回線への通話

に関する料金（別記 15 の規定により測定した通

話時間がその通話を開始した時点から 90 分以内

の部分（カケホ、カケホ（ＣＰ）、カケホ

（Ｖ）、カケホ（ケータイ／Ｖ）又は標準プラ

ン（通話定額の適用を受けるものに限ります｡)

に係る基本使用料の料金種別の適用を受けてい

る契約者回線から行った通話については、その

通話を開始した時点から 90 分を超える部分を含

みます｡)に係るものに限ります。以下この(28)

及び(29)において「定額対象部分」とします｡)

の月間累計額 

イ 本割引は、ＬＴＥデュアル（第３種ＬＴＥデュアルを除きます｡)

の契約者回線（第２種定期ＬＴＥ契約に係るものに限ります｡)であ

って、次に該当しないものに限り、選択することができます。 

(ア) 基本使用料の料金種別がウォッチナンバープラン、ジュニア

スマートフォンプラン、シニアプラン、ジュニアスマートフォン

プラン（Ｖ）、シニアプラン（Ｖ）、ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃ

ｈプラン又はジュニアケータイプランのもの  
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２ 料金額 

 

２－１ ＬＴＥサービスに係るもの 

 

２－１－１ 通常通話に係るもの 

 

２－１－１－１ ２－１－１－２から２－１－１－３以外のもの 

 

(１) (２)以外のもの 

区分 料金額 

通話料 30 秒までごとに税抜額 20 円(税込額 22 円) 

 

(２) ワイドスターサービスの電気通信回線への通話に係るもの 

区分 料金額 

通話料 30 秒までごとに税抜額 161 円(税込額 177.1 円) 

 

 

２－１－１－２ 電話番号案内接続に係るもの 

  

区分 料金額 

電話番号案内料 １の電話番号の案内ごとに税抜額 200 円(税込額 220 円) 

通話料 ２－１－１－１に規定する各料金種別の料金額と同額 

 

 

２－１－１－３ ＳＭＳ機能に係るもの 

 

料金表第１表第２（通話料）２（料金額）２－１－１－３（ＳＭＳ機能に係るも

の）のとおりとします。 
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第３ データ通信料 

１ 適用 

データ通信料の適用については、第 57 条（通話料及びデータ通信料の支払義務）料

金表第１表第３（データ通信料）の規定によるほか、次のとおりとします。 

データ通信料の適用 

(１) 特定の

デ ー タ 通

信 へ の 定

額 制 の 適

用 

（ Ｌ Ｔ Ｅ

フ ラ ッ

ト） 

料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(３)の規定について、イ

を下欄のアに読み替えるものとし、その他については同項の規定のとお

りとします。 

読

み

替

え

る

規

定 

ア 特定データ通信定額制は、第１種ＬＴＥデュアルの契約者回線で

あって、基本使用料の料金種別が次表に定めるもの（以下この欄に

おいて「対象プラン」といいます｡)に限り、選択することができま

す。 

基本使用料の料金種別 

ＬＴＥプラン、カケホ（ＣＰ）、オフィスケータイプラン 

  

(１)の２ Ｌ

Ｔ Ｅ デ ュ

ア ル 係 る

特 定 サ ー

ビ ス を 条

件 と す る

割 引 の 適

用 

料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(３)の 26 の規定につい

て、アの(ア)を下欄のアに読み替えるものとし、その他については同項

の規定のとおりとします。 

読

み

替

え

る

規

定 

ア データ通信料に係る取扱い又は基本使用料の料金種別 

データ通信料に

係る取扱い 

特定データ通信定額の取扱い（特定データ通信定

額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）及び特定データ通信

定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）を除きます｡)  

基本使用料の料

金種別 

ＬＴＥプラン、ジュニアスマートフォンプラン、

オフィスケータイプラン、ＬＴＥプラン（Ｖ）、

ジュニアスマートフォンプラン（Ｖ）、オフィス

ケータイプラン（Ｖ）、カケホ（ＣＰ）、シニア

プラン、シニアプラン（Ｖ） 

  

(２) ＬＴＥ

デ ュ ア ル

の 契 約 者

回 線 に 係

る デ ー タ

通 信 料 の

定額適用 

料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(４)の規定について、ア

の(ア)を下欄のアに読み替えるものとし、その他については同項の規定

のとおりとします。 

読

み

替

え

る

規

定 

ア 基本使用料の料金種別 

基本使用料の料金種別 

ケータイプラン、ケータイシンプルプラン、ケータイカケホプラ

ン、ジュニアケータイプランＭＥ、ジュニアケータイプランＮ、ｍ

ａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプランＮ、ウォッチナンバープラン、ジ

ュニアスマートフォンプラン、シニアプラン、ジュニアスマートフ

ォンプラン（Ｖ）、シニアプラン（Ｖ）、ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔ

ｃｈプラン、ジュニアケータイプラン 

  

(３)  ＬＴＥ

サ ー ビ ス

又 は Ｌ Ｔ

Ｅ モ ジ ュ

料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(５)の規定について、ア

の(アを下欄のアに読み替るものとし、その他については同項の規定のと

おりとします。 

読 ア 当社は、ＬＴＥサービス又はＬＴＥモジュールの契約者回線との



 

 - 附別 18 -

ー ル の 契

約 者 回 線

に 係 る デ

ー タ 通 信

利 用 の 制

限 

み

替

え

る

規

定 

間のデータ通信（特定データ通信定額制Ⅳの適用を受けている場合

は、当社所定のサービスの利用に係るものを除き、特定データ通信

定額制Ⅴの適用を受けている場合は、海外定額対象回線に係る海外

定額対象利用及びテザリング機能を利用したものに定めるものに限

ります。ただし、その契約者回線について、特定データ通信定額制

Ⅳ又は特定データ通信定額制Ⅴに対応した端末設備（所定の技術的

条件に合致するものに限ります｡)と異なる端末設備その他の電気通

信設備が接続された場合、この限りでありません。以下この欄、料

金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(６)、(６)の２及び

(６)の３において同じとしますにおいて同じとします｡)について、

データ通信総量速度規制（その契約者回線との間のデータ通信に係

る累計課金対象データ量が次表に定める総量速度規制データ量を超

えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末

日までの間、その契約者回線との間のデータ通信の伝送速度を 高

128kbps（特定データ通信定額制Ⅳ又は特定データ通信段階定額制

Ⅱ（スマホミニプラン４Ｇに限ります｡)の適用を受けている場合、

海外定額対象利用以外のデータ通信については 高 300kbps としま

す｡)に制限することをいいます。以下同じとします｡)を行います 

ただし、料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(６)に定

めるデータ通信総量速度規制の廃止する申出があった場合、(６)の

２に定める総量速度規制データ量の繰越適用若しくは(６)の３に定

めるデータ通信総量速度規制の一時解除を受けている場合又は基本

使用料の料金種別がジュニアケータイプランＭＥ、ジュニアケータ

イプランＮ、ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプランＮ、ｍａｍｏｒｉ

ｎｏＷａｔｃｈプラン若しくはジュニアケータイプランの場合は、

この限りでありません。 

(ア) (イ)又は(ウ)以外のもの 

総量速度規制データ量 

7,516,192,768 バイト（７ギガバイト） 

(イ) 基本使用料の料金種別がＬＴＥフラットｆｏｒＴａｂｄｓ又

はＬＴＥフラットｆｏｒＴａｂｄｓ（Ｌ）のもの 

総量速度規制データ量 

2,147,483,648 バイト（２ギガバイト） 

(ウ) 基本使用料の料金種別がシニアプラン又はシニアプラン

（Ｖ）のもの 

総量速度規制データ量 

751,619,277 バイト（0.7 ギガバイト） 

  

(４) データ

通 信 利 用

の 制 限 の

廃 止 に 係

る取扱い 

（ エ ク ス

ト ラ オ プ

料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(６)の規定について、ウ

の柱書及び(イ)並びにカの柱書及び(カ)をそれぞれ下欄のアの柱書及び

(イ)並びにイの柱書及び(カ)に読み替えるものとし、その他については

同項の規定のとおりとします。 

読

み

替

ア データ通信総量速度規制の廃止（以下この欄において「本取扱

い」といいます｡)は、それぞれ次のいずれかに該当するＬＴＥサー

ビスの契約者回線であって、料金表第１表第３（データ通信料）１
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ション） え

る

規

定 

（適用）(６)の３の適用を受けていないものに限り、選択すること

ができます。 

(イ) 基本使用料の料金種別がＶＫプランＥ（Ｎ）、ＬＴＥフラッ

トｆｏｒＤＡＴＡ、ＬＴＥダブル定額ｆｏｒＴａｂ又はＷｉＭＡ

Ｘ２＋フラットプランのもの。 

イ 当社は、本取扱いの適用を受けている契約者回線について、契約

者から本取扱いの適用を廃止する申出があった場合のほか、次のい

ずれかに該当する場合には、本取扱いの適用を廃止します。 

(カ) ケータイプラン、ジュニアケータイプランＭＥ、ジュニアケ

ータイプランＮ、ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプランＮ、ウォッ

チナンバープラン、ジュニアスマートフォンプラン、シニアプラ

ン、ジュニアスマートフォンプラン（Ｖ）、シニアプラン

（Ｖ）、ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプラン、ジュニアケータイ

プラン、タブレットシェアプラン ４Ｇ、タブレットプラン３

４Ｇ、タブレットプラン 50 ４Ｇ、タブレットプランライト ４

Ｇ、タブレットデータシェアプラン、タブレットプランｄｓ、タ

ブレットプランｄｓ（Ｌ）、Ｑｕａｓｔａｔｉｏｎプランｄｓ若

しくは無線ＬＡＮ ＳＴＩＣＫプランｄｓへの基本使用料の変更

又は選択があったとき。 

(５) 総量速

度 規 制 デ

ー タ 量 の

繰越適用 

（ デ ー タ

く り こ

し） 

料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(６)の２の規定につい

て、イの(イ)及びオをそれぞれ下欄のア及びイに読み替えるものとし、

その他については同項の規定のとおりとします。 

読

み

替

え

る

規

定 

ア 第１種ＬＴＥデュアル、第２種ＬＴＥデュアル又はＬＴＥシング

ルの契約者回線については、読み替え前の料金表第１表第３（デー

タ通信料）１（適用）(６)の２のイの(イ)の表に定める種類の特定

データ通信定額の取扱いの適用又は次表に定める基本使用料の料金

種別の適用を受けていること、又は第３種ＬＴＥデュアルの契約者

回線であること。 

基本使用料の料金種別 

タブレットシェアプラン ４Ｇ、タブレットプランライト ４Ｇ、

タブレットプラン 20、タブレットデータシェアプラン、ＬＴＥフ

ラットｆｏｒＴＡＢ、ＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ）、タ

ブレットプランｄｓ、ＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ）ｄ

ｓ、ＬＴＥフラットｆｏｒＴａｂｄｓ、ＬＴＥフラットｆｏｒＴ

ａｂ（Ｌ）、タブレットプランｄｓ（Ｌ）、ＬＴＥフラットｆｏ

ｒＴａｂｄｓ（Ｌ）、ＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ／

Ｌ）、Ｑｕａｓｔａｔｉｏｎプランｄｓ、無線ＬＡＮ ＳＴＩＣ

Ｋプランｄｓ 

イ その契約者回線について、別表１（オプション機能）に定めるテ

ザリング利用機能の提供を受けている場合、アに定める前月からの

繰越データ量に524,288,000バイト（ 500メガバイト）を合算しま

す。 

ただし、その料金月において、次表に定める基本使用料の料金種

別の適用を受けていない場合は、この限りでありません。 

基本使用料の料金種別 
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ＬＴＥプラン、オフィスケータイプラン、カケホ（ＣＰ）、ＬＴ

Ｅプラン（Ｖ）、オフィスケータイプラン（Ｖ）、タブレットデ

ータシェアプラン、ＬＴＥフラットｆｏｒＴａｂ、ＬＴＥフラッ

トｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ）、タブレットプランｄｓ、ＬＴＥフラッ

トｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ）ｄｓ、ＬＴＥダブル定額ｆｏｒＴａｂ、

ＬＴＥフラットｆｏｒＴａｂｄｓ、ＬＴＥフラットｆｏｒＴａｂ

（Ｌ）、タブレットプランｄｓ（Ｌ）、ＬＴＥフラットｆｏｒＴ

ａｂｄｓ（Ｌ）、ＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ／Ｌ） 

   

(６) データ

通 信 利 用

の 制 限 の

一 時 解 除

に 係 る 取

扱 い （ デ

ー タ チ ャ

ー ジ オ プ

ション） 

料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(６)の３の規定につい

て、ウの(ア)を下欄のアに読み替えるものとし、その他については同項

の規定のとおりとします。 

読

み

替

え

る

規

定 

ア 特定データ通信定額の取扱いの適用又は次表に定める基本使用料

の料金種別の適用を受けているもの 

基本使用料の料金種別 

ケータイプラン、ケータイシンプルプラン、ケータイカケホプラ

ン、ウォッチナンバープラン、ジュニアスマートフォンプラン、

シニアプラン、ジュニアスマートフォンプラン（Ｖ）、シニアプ

ラン（Ｖ）、タブレットシェアプラン ４Ｇ、タブレットプラン

３ ４Ｇ、タブレットプラン 50 ４Ｇ、タブレットプランライト

４Ｇ、タブレットプラン 20、タブレットデータシェアプラン、Ｌ

ＴＥフラットｆｏｒＴａｂ、ＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ

（ｍ）、タブレットプランｄｓ、ＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ

（ｍ）ｄｓ、ＬＴＥフラットｆｏｒＴａｂｄｓ、ＬＴＥフラット

ｆｏｒＴａｂ（Ｌ）、タブレットプランｄｓ（Ｌ）、ＬＴＥフラ

ットｆｏｒＴａｂｄｓ（Ｌ）、ＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ

（ｍ／Ｌ）、Ｑｕａｓｔａｔｉｏｎプランｄｓ、無線ＬＡＮ Ｓ

ＴＩＣＫプランｄｓ 

  

(７) ＬＴＥ

サ ー ビ ス

の 契 約 者

回 線 に 係

る デ ー タ

通 信 料 の

適用 

料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(８)の規定について、下

欄に読み替えるものとし、その他については同項の規定のとおりとしま

す。 

読

み

替

え

る

規

定 

ＬＴＥデュアルの契約者回線（基本使用料の料金種別がＬＴＥデュア

ルの契約者回線（基本使用料の料金種別が次表に定めるものに限りま

す｡)又はＬＴＥシングルの契約者回線（基本使用料の料金種別がＬＴ

Ｅダブル定額ｆｏｒＴａｂのものを除きます｡)の契約者は、２（料金

額）の規定に関わらず、その契約者回線との間のデータ通信に関する

料金（ＫＤＤＩ株式会社が提供するローミングに係るものを含みま

す｡)の支払いを要しません。 

基本使用料の料金種別 

ケータイプラン、ケータイシンプルプラン、ケータイカケホプラ

ン、ウォッチナンバープラン、ジュニアケータイプランＮ、ｍａ

ｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプランＮ、ジュニアスマートフォンプラ

ン、シニアプラン、ジュニアスマートフォンプラン（Ｖ）、シニ

アプラン（Ｖ）、ｍａｍｏｒｉｎｏＷａｔｃｈプラン、ジュニア
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ケータイプラン 

  

(８) ＬＴＥ

シ ン グ ル

に 係 る 基

本 使 用 料

の 料 金 種

別 に よ る

デ ー タ 通

信 料 の 減

額適用 

ア 次表の左欄に定める基本使用料の料金種別を選択しているＬＴＥ契

約者は、その契約者回線に係るデータ通信に関する料金（ＫＤＤＩ株

式会社が提供するローミングに係るものを含みます。以下この欄にお

いて同じとします｡)の月間累計額のうち、同表の右欄に定める料金額

の支払いを要しません。 

          １契約ごとに月額

基本使用料の料金種別 支払いを要しない額 

ＬＴＥダブル定額ｆｏｒＴａｂ 

0円から税抜額 200円(税込額 220)

までの部分 

イ データ通信に関する料金の月間累計は、基本使用料の料金種別ごと

に料金月単位で行います。 

ウ 当社は、基本使用料の料金種別ごとに、その料金月におけるアに定

める基本使用料の支払いを要する日数が１の料金月の日数に満たない

ときは、その支払いを要する日数に応じて、アに定める支払いを要し

ない額を日割りします。 

エ ウの規定により日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、そ

の端数を切り上げます。 

(９) ＬＴＥ

ダ ブ ル 定

額 ｆ ｏ ｒ

Ｔ ａ ｂ の

契 約 者 回

線 に 係 る

デ ー タ 通

信 料 の 適

用 

 ＬＴＥシングルの契約者回線（基本使用料の料金種別が次表の左欄に

定めるものに限ります｡)に係るデータ通信に関する料金（ＫＤＤＩ株

式会社が提供するローミングに係るものを含みます。以下この欄にお

いて同じとします｡)の月間累計額（(８)の適用による場合は、適用し

た後の額とします｡)が、同表の右欄に定める上限定額料（カの規定に

より上限定額料を日割りした場合はその額とします。以下この欄にお

いて同じとします｡)を超える場合、２（料金額）の規定にかかわら

す、上限定額料を適用する取扱い（以下この欄において「本取扱い」

といいます｡)を行います。 

１契約ごとに月額

基本使用料の料金種別 
上限定額料 

税抜額(税込額) 

ＬＴＥダブル定額ｆｏｒＴａｂ 4,743 円(5,217.3 円)

イ データ通信に関する料金の月間累計は、基本使用料の料金種別ごと

に料金月単位で行います。 

ウ 本取扱いの適用の開始は、その契約者回線においてＬＴＥダブル定

額ｆｏｒＴａｂの適用を開始した日からとします。 

エ 当社は、本取扱いの適用を受けている契約者回線について、次に該

当する場合には、本取扱いの適用を廃止します。 

(ア) ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったとき。 

(イ) ＬＴＥ契約の解除があったとき。 

(ウ) ＬＴＥデュアルへのＬＴＥサービスの種類の変更があったと

き。 

(エ) ＬＴＥダブル定額ｆｏｒＴａｂ以外への料金種別の変更又は選

択があったとき。 



 

 - 附別 22 -

オ エの規定により、本取扱いの適用を廃止する場合における取扱いに

ついては、次表のとおりとします。 

区分 本取扱いの適用 

１ ＬＴＥサービスの利用の一時

休止又はＬＴＥ契約の解除があ

ったとき。 

その一時休止日又は契約解除日ま

でのデータ通信料について、本取

扱いの適用の対象とします。 

２ ＬＴＥデュアルへのＬＴＥサ

ービスの種類の変更又はＬＴＥ

ダブル定額ｆｏｒＴａｂ以外へ

の料金種別の変更若しくは選択

があったとき。 

そのＬＴＥサービスの種類の変更

日の前日又は料金種別の変更日の

前日若しくは選択日の前日までの

データ通信料について、本取扱い

の適用の対象とします。 

カ ウの規定により本取扱いの適用を開始した場合又はエのいずれかの

規定により本取扱いの適用を廃止した場合は、次表の適用開始日から

適用終了日までの期間に係る日数に応じて、基本使用料の料金種別ご

とにアに規定する上限定額料の日割りを行います。 

区分 起算日 

適用開始日 その料金月の初日（その料金月において、ウの規定に

より本取扱いの適用を開始した場合は、その適用を開

始した日） 

適用終了日 その料金月の末日（その料金月において、エのいずれ

かの規定により本取扱いの適用を廃止した場合は、そ

の事由が生じた日の前日） 

  

(10)  総量速

度 規 制 デ

ー タ 量 の

増 減 適 用

に 係 る 取

扱 い （ デ

ー タ ギ フ

ト） 

料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(13)の規定について、イ

の柱書、(ア)及び(ウ)をそれぞれ下欄のアの柱書、(ア)及び(ウ)に読み

替えるものとし、その他については同項の規定のとおりとします。 

読

み

替

え

る

規

定 

ア 料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(13)のアの規定に

関わらず、次のいずれかに該当する場合は、データ量の増減適用を

受けることができません。 

(ア) ＬＴＥデュアルの契約者回線であって、特定データ通信定額

制Ⅱ、特定データ通信定額制Ⅱ（Ｖ）、特定データ通信定額制Ⅱ

（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）又は特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／

Ｖ‐ⅱ）の適用を受けていないとき（基本使用料の料金種別がジ

ュニアスマートフォンプラン、シニアプラン、ジュニアスマート

フォンプラン（Ｖ）又はシニアプラン（Ｖ）であるときを除きま

す｡)。 

(ウ) ＬＴＥシングルの契約者回線であって、基本使用料の料金種

別が次表に定めるものであるとき。 

基本使用料の料金種別 

タブレットシェアプラン ４Ｇ、タブレットプラン３ ４Ｇ、タ

ブレットプラン 50 ４Ｇ、タブレットプランライト ４Ｇ、タブ

レットプラン 20、タブレットデータシェアプラン、ＬＴＥフラッ

トｆｏｒＤＡＴＡ、ＬＴＥダブル定額ｆｏｒＴａｂ又はＷｉＭＡ

Ｘ２＋フラットプラン 
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(11)  長期利

用 を 条 件

と す る デ

ー タ 量 の

増量適用 

（ 長 期 優

待 デ ー タ

ギフト） 

料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）(15)の規定について、ア

の(ア)の②及び(イ)の②をそれぞれ下欄のア及びイに読み替えるものと

し、その他については同項の規定のとおりとします。 

読

み

替

え

る

規

定 

ア 基本使用料の料金種別が、ジュニアスマートフォンプラン、シニ

アプラン、ジュニアスマートフォンプラン（Ｖ）又はシニアプラン

（Ｖ）であるもの。 

イ その料金月の初日において、特定データ通信定額の取扱い（デー

タ定額２、データ定額３、データ定額２（Ｖ）、データ定額３

（Ｖ）又は特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅰ）若しくは

特定データ通信定額制Ⅱ（ケータイ／Ｖ‐ⅱ）のデータ定額２（ケ

ータイ／Ｖ）若しくはデータ定額３（ケータイ／Ｖ）に限ります｡)

を受けている場合又は次表の左欄に定める基本使用料のジュニアス

マートフォンプラン、シニアプラン、ジュニアスマートフォンプラ

ン（Ｖ）若しくはシニアプラン（Ｖ）である場合 

ＬＴＥサービスの利用月数 加算データ量 

48か月を超え84か月以内の場合 536,870,912 バイト

（0.5 ギガバイト） 

84 か月を超え 120 か月以内の場

合 

805,306,368 バイト

（0.75 ギガバイト） 

120 か月を超える場合 1,073,741,824 バイト

（１ギガバイト） 
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２ 料金額 

    

２－１ ＬＴＥデュアルに係るもの 

 (１) (２)以外のもの 

１課金対象データごとに 

区分 料金額 

データ通信料 税抜額 0.6 円(税込額 0.66 円)

 

(２) 基本使用料の料金種別がカケホ（ＣＰ）のもの 

１課金対象データごとに 

区分 料金額 

データ通信料 税抜額 0.1 円(税込額 0.11 円)

 

 

２－２ ＬＴＥシングルに係るもの 

１課金対象データごとに 

区分 料金額 

データ通信料 税抜額 0.6 円(税込額 0.66 円)
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第４ オプション機能 

１ 適用 

オプション機能の適用については、別表１（オプション機能）の規定によるほか、

次のとおりとします。 

基本使用料等の適用 

(１) ＬＴＥ 

Ｎ Ｅ Ｔ 機

能 

別表１（オプション機能）15 欄に規定するＬＴＥ ＮＥＴ機能につい

て、同欄の備考(６)の(エ)を下欄のアに読み替えるものとし、その他に

ついては同欄の規定のとおりとします。 

読

み

替

え

る

規

定 

ア 次表に定める基本使用料の料金種別の適用を受けているもの  

基本使用料の料金種別 

ジュニアスマートフォンプラン、シニアプラン、ＬＴＥフラットｆ

ｏｒＴａｂ、ＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ）、タブレットプ

ランｄｓ、ＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ）ｄｓ又はＬＴＥフ

ラットｆｏｒＴａｂｄｓ 
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